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はじめに  

この資料集は、社会福祉法人会計に携わっておられる方々の実務の参考に供していただく

ために、社会福祉法人会計に関する次の法令及び通知を収録しています。 

 Ⅰ  社会福祉法人の計算に関する社会福祉法及び当該法文に係る ｢社会福祉法施行令｣ 及び 

｢社会福祉法施行規則｣ 

 Ⅱ  社会福祉法人会計が拠るべき ｢社会福祉法人会計基準｣(厚生労働省令)  

 Ⅲ  会計処理等に関する運用上の取り扱い (局長通知) 

■Ⅳ  会計処理等に関する運用上の留意事項 (課長通知)  

上のうち  Ⅲ  及び ■Ⅳ  は、社会福祉法人会計基準の制定に伴って厚生労働省の局長及び課長

から発出された通知ですが、社会福祉法及び社会福祉法人会計基準とあわせて、これらは実

務上とても重要な定めです。実務で根拠法文・根拠通知等が出てきたときに、これらの法令・

通知を参照することによって、皆様の知識が系統だったものとなり全体的な理解が進むと思 

います。また、法令等の本文頁右欄に [編者注] を掲げておりますので、あわせてご参照下さい。 

さて、現在、社会福祉法人の総数は約２万１千法人、その従事者数は約１１０万人であり、

わが国の経済にも大きな割合を占めています。｢社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い

手｣ であり (社会福祉法第２４条第１項)、人口減少の続く日本において、その果たすべき役割

は今後ますます増大するものと思われます。その福祉現場を支える方々は、児童福祉・保育

所等を支えておられる約７０万人、老人福祉等を支えておられる約２４万人を始め、その殆ど

が福祉の専門家の方々です。これら福祉専門家の皆様が、専門外の会計・人事労務等の的確

な知識を保有することは困難であり、適切な入門書・概説書も多くありません。しかし、現

在の社会福祉法人の ｢経営｣ に当たっては、福祉に関する専門知識以外にも、会計・人事労務

等に関しても多くの知識が必要となっております。 

このような問題意識のもと、当会 (福祉経営管理実践研究会 略称：実践研) は、｢社会福祉

に関わる者が協働して、社会資源を開発しながら地域社会の課題を解決し得るための経営管

理実践のあり方を研究し、その実践を遍く社会に広めることを目的｣ として、令和３年に設立

されました。実践研は、実務家・専門家を問わず、実践研の趣旨に賛同した者たちが持てる

力を結集して、実務に役立つ成果物を世に届ける活動を続けてゆきたいと考えております。 

この資料集が、社会福祉法人会計の実務に携わる皆様に役立ちますことを願いますととも

に、より多くの皆様が実践研に結集されますことを、心からお願い申し上げます。 

令和７年４月１２日 

一般社団法人 福祉経営管理実践研究会 

会 長  林  光 行 
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社
会
福
祉
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        Ⅰ 社 会 福 祉 法 
以下は、社会福祉法のうち、
｢第６章 第４節 計算｣ を抽出 

 

 
第六章 社会福祉法人  第四節 計算 

第一款 会計の原則等 

【 編 者 注 】 

第四十五条の二十三 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計

処理を行わなければならない。 

▪社会福祉法人会計基
準→会計基準省令と
略記    

 【編者注】 社会福祉法人会計基準 

｢厚生労働省令で定める基準｣ は、一般には社会福祉法人会計基準 (平成２８

年厚生労働省令第７９号。以下 ｢会計基準省令｣ と略記する。) を指している。社

会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付事業については ｢生活福祉資金会

計準則｣(平成２５年３月２９日社援発０３２９第２８号)によることとなっているが、

通常の社会福祉法人の実務においては、会計基準省令で全てが完結してい

ると考えて支障ないと思われる。 

 
 

▪会計基準省令 ☞１３
頁以下 

        
２ 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる

ものとする。 

▪会計年度 

 

第二款 会計帳簿 
 

（会計帳簿の作成及び保存） 

第四十五条の二十四 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適

時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 

 

▪会計基準省令 ☞１３
頁以下 
▪無記載･虚偽記載等
は過料２０万円以下
(法１６５条５号) 

２ 社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事

業に関する重要な資料を保存しなければならない。 

（会計帳簿の閲覧等の請求） 

第四十五条の二十五 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に

掲げる請求をすることができる。 

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当

該書面の閲覧又は謄写の請求 

 

▪正当理由のない閲
覧･謄写拒否は過料 
２０万円以下(法１６５
条３号) 

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されていると

きは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により

表示したものの閲覧又は謄写の請求 

 

▪社会福祉法施行規
則(以下施行規則と
略記)の２条の３☟     

施行規則 

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法） 

第二条の三 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲

げる規定の電磁的記録 (法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。

以下同じ｡) に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 

 
 

 

▪左の｢次に掲げる規
定｣の一つとして、
法４５条の２５第２号
が掲げられている     

（会計帳簿の提出命令） 

第四十五条の二十六 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、

会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 

 

    

 【編者注】 会計帳簿の提出命令 

訴訟当事者は、文書提出義務の有無にかかわらず提出命令を申し立てるこ

とができる。当事者が提出命令に従わない場合、裁判所は、当該文書に関する

相手方の主張を真実と認めることができる (真実擬制) 等のことが民事訴訟法

第２２４条に定められている。しかし、法４５条の１６に基づく提出命令に対して

は、真実擬制はなされないとの少数説がある。 

 
 

        
  

 

第
四
十
五
条
の
二
十
三 

～ 

第
四
十
五
条
の
二
十
六  
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会
計
基
準
省
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Ⅱ 社会福祉法人会計基準  会計基準省令  

平成２８年３月３１日 厚生労働省令第７９号（最終改定令和２年９月１１日） 

  

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十四条第一項及び第三項の規

定に基づき、社会福祉法人会計基準を次のように定める。 
【 編 者 注 】 

▪会計基準省令制定
当時の法４４条１項
及び３項は現行法
の法４５条の２３第１
項及び法４５条の２４
第１項☞１頁 

目次 

第一章 総則（第一条―第二条の三） 

第二章 会計帳簿（第三条―第六条） 

第三章 計算関係書類 

第一節 総則（第七条―第十一条） 

第二節 資金収支計算書（第十二条―第十八条） 

第三節 事業活動計算書（第十九条―第二十四条） 

第四節 貸借対照表（第二十五条―第二十八条） 

第五節 計算書類の注記（第二十九条） 

第六節 附属明細書（第三十条） 

第四章 財産目録（第三十一条―第三十四条） 

附則 

 

第一章 総則  

（社会福祉法人会計の基準）  

第一条 社会福祉法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、

会計帳簿、計算書類 (貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、その

附属明細書及び財産目録を作成しなければならない。 

２ 社会福祉法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認めら

れる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならない。 

３ この省令の規定は、社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用す

る。 

 

▪計算書類の定義＝ 
法４５条の２７第２項
(計算書類は貸借対
照表＆収支計算書
と定義)→収支計算
書は資金収支計算
書と事業活動計算
書とからなる cf 会
計基準省令７条の２
第１項２号 ☞１８頁 

 

▪計算関係書類の定義 

（会計原則） 

第二条 社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書

類及びその附属明細書 (以下 ｢計算関係書類｣ という。) 並びに財産目録を作成

しなければならない。 

一 計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純

資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。 

▪真実性の原則 

▪明瞭性の原則 

二 計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基

づいて作成すること。 

▪正規の簿記の原則 

三 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法について

は、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 

▪継続性の原則 

四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書

類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方

法によることができること。 

▪重要性の原則 cf局
長通知１☟ 

        
 運用上の取り扱い（局長通知） 

１ 重要性の原則の適用について (会計基準省令第２条第１項第４号関係)  

重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。  

 (１) 消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入

時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。  

 (２) 保険料、賃借料、受取利息配当金、借入金利息、法人税等にかかる前

払金、未払金、未収金、前受金等のうち重要性の乏しいもの、または毎

会計年度経常的に発生しその発生額が少額なものについては、前払金、

未払金、未収金、前受金等を計上しないことができる。  

 
 

▪会計基準省令ととも
に参照した方がよい
と思われる局長通知
については左のよう
に付記している 

 なお、局長通知の記
載か所にも再掲して
いる(以下同じ) 

会計基準省令 第一章 総 則 
 

本
文 

第
一
条 

～ 

第
二
条 
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  (３) 引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないこ

とができる。  

 
 

  (４) 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の

債券については、償却原価法を適用しないことができる。  

 (５) ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重

要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行

うことができる。  

 
▪償却原価法cf局長
通知１５ ☞１５頁 

▪リース取引会計cf
局長通知８ ☞６４頁 

 (６) 法人税法上の収益事業に係る課税所得の額に重要性が乏しい場合、税

効果会計を適用しないで、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない

ことができる。  

なお、財産目録の表示に関しても重要性の原則が適用される。 

 
▪税効果会計cf課長
通知２４☞１２１頁 

       

（総額表示）   

第二条の二 計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、原則として総額をも

って表示しなければならない。 

▪総額主義 

（金額の表示の単位） 

第二条の三 計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、一円単位をもって

表示するものとする。 

 

 

 
第二章 会計帳簿  

（会計帳簿の作成）  

第三条 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号。以下 ｢法｣ という。) 第四十

五条の二十四第一項の規定により社会福祉法人が作成すべき会計帳簿に付す

べき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項につい

ては、この章の定めるところによる。 

２ 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 
  

（資産の評価）  

第四条 資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその

取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した

資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。 

 

▪取得原価主義 

▪受贈･交換について
＝局長通知１４☟ 
▪資産評価に関して
局長通知８(☞６４
頁)ではリース取引
会計を記載してい
るがここでは掲記
していない 

       
運用上の取り扱い（局長通知） 

 

 
13 外貨建の資産及び負債の決算時における換算について (会計基準省令第４

条第１項、第２２条第２項関係)   

外国通貨、外貨建金銭債権債務 (外貨預金を含む。) 及び外貨建有価証券等

については、原則として、決算時の為替相場による円換算額を付すものとす

る。 

決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の為替

差損益として処理する。  

 

         
運用上の取り扱い（局長通知） 

  

 
14 受贈、交換によって取得した資産について (会計基準省令第４条第１項関

係) 

(１) 通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与さ

れた資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために

通常要する価額をもって行うものとする。  

(２) 交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供した資産の帳簿

価額をもって行うものとする。  

 
 

 

▪cf寄附物品の会計
処理＝課長通知９
(２) ☞１１３頁 

       
２ 有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日 (会計年度の

末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び

次条第二項において同じ。) において、相当の償却をしなければならない。 

▪減価償却対象資産
金額＝１０万円以上
cf課長通知１７(１) 
 ☞１１６頁 

    

会計基準省令 第二章 会計帳簿 
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会
計
基
準
省
令 

別表第一 資金収支計算書勘定科目 (第十八条関係)  
収入の部 

事業活動による収入 

大区分 中区分 小区分 

介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 
  

利用者負担金収入 (公費)  
  

利用者負担金収入 (一般)  
 

居宅介護料収入 
 

 
 (介護報酬収入)  介護報酬収入 

  
介護予防報酬収入 

 
 (利用者負担金収入)  介護負担金収入 (公費)  

  
介護負担金収入 (一般)  

  
介護予防負担金収入 (公費)  

  
介護予防負担金収入 (一般)  

 
地域密着型介護料収入 

 

 
 (介護報酬収入)  介護報酬収入 

  
介護予防報酬収入 

 
 (利用者負担金収入)  介護負担金収入 (公費)  

  
介護負担金収入 (一般)  

  
介護予防負担金収入 (公費)  

  
介護予防負担金収入 (一般)  

 
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 

  
介護予防支援介護料収入 

 
介護予防・日常生活支援総合事業
収入 

事業費収入 
 

事業負担金収入 (公費)  
  

事業負担金収入 (一般)  
 

利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 
  

居宅介護サービス利用料収入 
  

地域密着型介護サービス利用料収入 
  

食費収入 (公費)  
  

食費収入 (一般)  
  

食費収入 (特定)  
  

居住費収入 (公費)  
  

居住費収入 (一般)  
  

居住費収入 (特定)  
  

介護予防・日常生活支援総合事業
利用料収入 

  
その他の利用料収入 

 
その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)  

  
補助金事業収入 (一般)  

  
市町村特別事業収入 (公費)  

  
市町村特別事業収入 (一般)  

  
受託事業収入 (公費)  

  
受託事業収入 (一般)  

  
その他の事業収入 

 
 (保険等査定減)  

 

老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 
  

事業費収入 
  

その他の利用料収入 
  

その他の事業収入 
 

運営事業収入 管理費収入 
  

その他の利用料収入 

 

 

別
表
第
一 

資
金
収
支
計
算
書
科
目
（
収
入
の
部
） 
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局
長
通
知 

Ⅲ 運用上の取り扱い 
 

局長通知  
 

社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い 

雇児発０３３１第１５号 社援発０３３１第３９号 老発０３３１第４５号 平成２８年３月３１日 

一部改正 
一部改正 
一部改正 
一部改正 
一部改正 

雇児発１１１１ 
 子発０３２０ 
 子発０３２９ 
 子発０９１１ 
 子発１１１２ 

第 ３ 号 
第 ４ 号 
第１１号 
第 １ 号 
第 １ 号 

社援発１１１１ 
社援発０３２０ 
社援発０３２９ 
社援発０９１１ 
社援発１１１２ 

第 ５ 号 
第 ６ 号 
第３３号 
第 １ 号 
第 ３ 号 

老発１１１１ 
老発０３２０ 
老発０３２９ 
老発０９１１ 
老発１１１２ 

第６号 
第５号 
第１７号 
第１号 
第１号 

平成２８年１１月１１日 
平成３０年 ３ 月２０日 
平成３１年 ３ 月２９日 
令和 ２ 年 ９ 月１１日 

令和 ３ 年１１月１２日 
 
  都道府県知事  
各 指定都市市長 殿 

   中核市市長  

 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 
厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

                   (公    印    省    略 ) 

 

【 編 者 注 】 

 
社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の 

取扱いについて  
  

今般、社会福祉法人の会計処理の基準については、「社会福祉法人会計基準」

(平成２８年厚生労働省令第７９号)により示されたところであるが、その円滑な

実施のため、別紙のとおり、社会福祉法人における計算書類及びその附属明細

書並びに財産目録の作成にかかる会計処理等の運用に関する取扱いを定めたの

で、貴管内社会福祉法人に対し周知徹底を図っていただくとともに、都道府県

におかれては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対し

周知を図るようご配慮願いたい。 

本通知の制定にあたり、｢社会福祉法人会計基準の制定について｣(平成２３年

７月２７日雇児発０７２７第１号・社援発０７２７第１号・老発０７２７第１号、厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局

長通知) は廃止する。 

なお、平成２８年度決算にかかる計算書類及びその附属明細書並びに財産目録

の作成については、「２６ 財産目録」別紙４を除き従前の例によるものとする。 

 

▪下の｢局長通知の目
次｣は、編者が付し
たものであり、元々
の局長通知には存
在しない 

        
【編者注】  局長通知の目次  頁  頁 

１ 重要性の原則の適用について 
２ 拠点区分の方法について 
３ サービス区分の方法について 
４ 内部取引の相殺消去について 
５ 支払資金について 
６ 資産及び負債の流動と固定の区分について 
７ 共通支出及び共通費用の配分について 
８ リース取引に関する会計 
９ 国庫補助金等特別積立金の取崩しについて 
１０ 国庫補助金等特別積立金への積立てについて 
１１ 基本金への組入れについて 
１２ 基本金の取崩しについて 
１３ 外貨建の資産及び負債の決算時における換算について  
１４ 受贈、交換によって取得した資産について 
１５ 満期保有目的の債券について 
１６ 減価償却について 

６２ 
６２ 
６２ 
６３ 
６３ 
６３ 
６３ 
６４ 
６４ 
６５ 
６５ 
６５ 
６５ 
６５ 
６６ 
６６ 

１７ 固定資産の使用価値の見積もりについて 
１８ 引当金について 
１９ 積立金と積立資産の関係について 
２０ 組織再編について 
２１ 重要な会計方針の開示について 
２２ 関連当事者との取引の内容について 
２３ 重要な後発事象について 
２４ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減

の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項について 
２５ 計算書類に対する注記について 

２６ 附属明細書について 
２７ 財産目録について 

別紙１ 注記（法人全体用） 

別紙２ 注記（拠点区分用） 

別紙３ 附属明細表(① ～ ⑲) 

別紙４ 財産目録 

６６ 

６７ 

６７ 

６７ 

６８ 

６８ 

６９ 

６９ 

 

 

７０ 

７０ 

７２ 

７３ 

７６ 

７８ 

１０６       

 

前
文 
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 (別紙) 

社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い  
  

＊社会福祉法人会計基準 (平成２８年厚生労働省令第７９号) を以下、会計基準省

令と呼称する。 

 

 

【 編 者 注】 

１ 重要性の原則の適用について (会計基準省令第２条第１項第４号関係) 

重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。  

(１) 消耗品、貯蔵品等のうち、重要性が乏しいものについては、その買入時

又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。 

(２) 保険料、賃借料、受取利息配当金、借入金利息、法人税等にかかる前払

金、未払金、未収金、前受金等のうち重要性の乏しいもの、または毎会計

年度経常的に発生しその発生額が少額なものについては、前払金、未払金、

未収金、前受金等を計上しないことができる。  

(３) 引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないこと

ができる。 

▪会計基準省令２条１
項４号＝会計原則
の一つとして重要
性の原則を記載 ☞ 
 １３頁 

(４) 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債

券については、償却原価法を適用しないことができる。 

▪償却原価法cf局長
通知１５ ☞１５頁 

(５) ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要

性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこ

とができる。 

▪リース取引会計cf
局長通知８ ☞６４頁 

(６) 法人税法上の収益事業に係る課税所得の額に重要性が乏しい場合、税効

果会計を適用しないで、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないこと

ができる。  

なお、財産目録の表示に関しても重要性の原則が適用される。 

 

▪税効果会計cf課長
通知２４☞１２１頁 

 

２ 拠点区分の方法について (会計基準省令第１０条第１項関係)  

拠点区分は、原則として、予算管理の単位とし、一体として運営される施設、

事業所又は事務所をもって１つの拠点区分とする。具体的な区分については、

法令上の事業種別、事業内容及び実施する事業の会計管理の実態を勘案して区

分を設定するものとする。 

 

▪会計基準省令１０条
１項＝拠点区分を
設けなければなら
ない ☞１９頁 
▪拠点区分について
＝課長通知４(１)(２) 

 ☞１０９頁 

３ サービス区分の方法について (会計基準省令第１０条第２項関係)  

サービス区分は、その拠点で実施する複数の事業について法令等の要請によ

り会計を区分して把握すべきものとされているものについて区分を設定する

ものとする。例えば、以下のようなものがある。  

(１) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準その他介

護保険事業の運営に関する基準における会計の区分  

(２) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準におけ

る会計の区分  

(３) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準における会

計の区分 

▪会計基準省令１０条
２項＝サービス区
分を設けなければ
ならない ☞１９頁 
▪サービス区分の意
味･方法＝課長通知
５(１)(２) ☞１１１頁 

また、その他の事業については、法人の定款に定める事業ごとに区分するも

のとする。サービス区分を設定する場合には、拠点区分資金収支明細書 (別紙

３ (⑩)) 及び拠点区分事業活動明細書 (別紙３ (⑪)) を作成するものとし、また

サービス区分を予算管理の単位とすることができるものとする。 

 

 

▪別紙３⑩ ☞８７頁 
▪別紙３⑪ ☞９２頁 
 cf局長通知２６ (２) ウ
☞７０頁 
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４ 内部取引の相殺消去について (会計基準省令第１１条関係)  

社会福祉法人が有する事業区分間、拠点区分間において生ずる内部取引につ

いて、異なる事業区分間の取引を事業区分間取引とし、同一事業区分内の拠点

区分間の取引を拠点区分間取引という。同一拠点区分内のサービス区分間の取

引をサービス区分間取引という。  

事業区分間取引により生じる内部取引高は、資金収支内訳表及び事業活動内

訳表において相殺消去するものとする。当該社会福祉法人の事業区分間におけ

る内部貸借取引の残高は、貸借対照表内訳表において相殺消去するものとする。 

また、拠点区分間取引により生じる内部取引高は、事業区分資金収支内訳表

及び事業区分事業活動内訳表において相殺消去するものとする。当該社会福祉

法人の拠点区分間における内部貸借取引の残高は、事業区分貸借対照表内訳表

において相殺消去するものとする。  

▪会計基準省令１１条
＝内部取引相殺消
去を規定 ☞１９頁 
▪内部取引相殺消去
について＝課長通
知２３ ☞１２０頁 

▪事業区分間取引に
より生じる内部取
引の相殺消去cf４２･
４９･５６頁 
▪拠点区分間取引に
より生じる内部取
引の相殺消去cf４３･
５０･５８頁 

なお、サービス区分間取引により生じる内部取引高は、拠点区分資金収支明

細書 (別紙３ (⑩)) 及び拠点区分事業活動明細書 (別紙３ (⑪)) において相殺消

去するものとする。 

 

▪サービス区分間取
引により生じる内
部取引の相殺消去
cf８７･９２頁 

５ 支払資金について (会計基準省令第１３条関係)   

資金収支計算書の支払資金とは、経常的な支払準備のために保有する現金及

び預貯金、短期間のうちに回収されて現金又は預貯金になる未収金、立替金、

有価証券等及び短期間のうちに事業活動支出として処理される前払金、仮払金

等の流動資産並びに短期間のうちに現金又は預貯金によって決済される未払

金、預り金、短期運営資金借入金等及び短期間のうちに事業活動収入として処

理される前受金等の流動負債をいう。ただし、支払資金としての流動資産及び

流動負債には、１年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、

引当金並びに棚卸資産 (貯蔵品を除く。) を除くものとする。支払資金の残高

は、これらの流動資産と流動負債の差額をいう。 

 

▪会計基準省令１３条
＝支払資金の範囲 
☞２０頁 

▪左では１年基準で固
定資産･負債から振
替えられたものを
支払資金から除く
と規定している(会
計基準省令では１年
基準で振替えられ
た債権債務を支払
資金から除くと規
定)cf２０頁欄外注 

６ 資産及び負債の流動と固定の区分について (会計基準省令第２６条第１項関

係) 

未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債

務は、流動資産または流動負債に属するものとする。     

ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権等で１年以内に回収され

ないことが明らかなものは固定資産に属するものとする。  

貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務につ

いては、貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に入金又は支払の期限が到

来するものは流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が

１年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に属するものとする。  

現金及び預貯金は、原則として流動資産に属するものとするが、特定の目的

で保有する預貯金は、固定資産に属するものとする。ただし、当該目的を示す

適当な科目で表示するものとする。 

 

▪会計基準省令２６条
＝貸借対照表の区分 
☞２２頁 
▪企業会計における営
業循環基準ではなく
｢経常的な取引｣を区
分基準として記載さ
れている 社会福祉
事業には｢営業｣観念
が存在しないため、
ほぼ営業循環基準を
前提として定められ
たものと思われる 
▪文中｢未収金｣｢未払
金｣は、それぞれ｢事
業未収金｣｢事業未払
金｣と記載すべきも
のであると思われる 

７ 共通支出及び共通費用の配分について (会計基準省令第１４条第２項、第２０

条第２項関係) 

▪会計基準省令:１４条
２項･２０条２項＝共
通収支の配分･共通
収益費用の配分 ☞
２０･２１頁 
▪配分方法＝課長通
知１３ ☞１１４頁 cf具
体的科目･配分方法
＝課長通知別添１ ☞
１２４頁 

資金収支計算及び事業活動計算を行うに当たって、人件費、水道光熱費、減

価償却費等、事業区分又は拠点区分又はサービス区分に共通する支出及び費用

については、合理的な基準に基づいて配分することになるが、その配分基準は、

支出及び費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準 (例えば、

人数、時間、面積等による基準、又はこれらの２つ以上の要素を合わせた複合

基準) を選択して適用する。 

 

本
文 

１ 

～ 

７ 
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別紙４ 

              財  産  目  録  
令和  年  月  日 現在 

(単位：円) 
貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 

Ⅰ 資産の部       
１ 流動資産       
  現金預金       

 現金 現金手許有高 － 運転資金として － － ××× 
 普通預金 ○○銀行○○支店他 － 運転資金として － － ××× 
   小計   ××× 

   事業未収金  － ○月分介護報酬等 － － ××× 
･････  ････････ － ･･････ － － ･･････ 

流動資産合計   ××× 
２ 固定資産       
（１）基本財産       

 土地 (A 拠点)○○市○○町 1-1-1 － 第１種社会福祉事業である、○○
施設等に使用している － － ××× 

 (B 拠点)○○市○○町 2-2-2 － 第２種社会福祉事業である、▲▲
施設等に使用している － － ××× 

   小計   ××× 

 建物 (A 拠点)○○市○○町 1-1-1 19××年度 第１種社会福祉事業である、○○
施設等に使用している ××× ××× ××× 

 (B 拠点)○○市○○町 2-2-2 19××年度 第２種社会福祉事業である、▲▲
施設等に使用している ××× ××× ××× 

   小計   ××× 

 定期預金 ○○銀行○○支店他 － 寄附者により○○事業に使用する
ことが指定されている － － ××× 

 投資有価証券 第○回利付国債他 － 特段の指定がない － － ××× 
･････  ････････ － ･･････ － － ･･････ 

基本財産合計   ××× 
（２）その他の固定資産      

 土地 (○拠点)○○市○○町 3-3-3 － ５年後に開設する○○事業のため
の用地 － － ××× 

 (本部拠点)○○市○○町 4-4-4 － 本部として使用している － － ××× 
   小計   ××× 

 建物 (C 拠点)○○市○○町 5-5-5 20××年度 第２種社会福祉事業である、訪問
介護事業所に使用している ××× ××× ××× 

       
 車輌運搬具 ○○他 3 台 － 利用者送迎用 ××× ××× ××× 
       
 ○○積立資産 定期預金○○銀行○○支店他 － 将来における○○の目的のために

積み立てている定期預金 
－ － ××× 

･････  ････････ － ･･････ － － ･･････ 
その他の固定資産合計   ××× 

固定資産合計   ××× 
資産合計   ××× 

Ⅱ 負債の部       
１ 流動負債       
  短期運営資金借入金 ○○銀行○○支店他 － 

 

－ － ××× 
  事業未払金 ○月分水道光熱費他 － － － ××× 
  職員預り金 ○月分源泉所得税他 － － － ××× 

･････  ････････ － － － ･･････ 
流動負債合計    

２ 固定負債       
  設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他 － 

 
－ － ××× 

  長期運営資金借入金 ○○銀行○○支店他 － － － ××× 
･････  ････････ － － － ･･････ 

固定負債合計   ××× 
負債合計   ××× 
差引純資産   ××× 

 
（記載上の留意事項） 
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。 
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。 
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、｢貸借対照表価額｣ 欄と一致させる。 
・｢使用目的等｣ 欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資
産の使用目的を簡潔に記載する。 

 なお、負債については、｢使用目的等｣ 欄の記載を要しない。 
・｢貸借対照表価額｣ 欄は、｢取得価額｣ 欄と｢減価償却累計額｣ 欄の差額と同額になることに留意する。 
・建物についてのみ ｢取得年度｣ 欄を記載する。 
・減価償却資産 (有形固定資産に限る) については、｢減価償却累計額｣ 欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を
含むものとする。 

 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を ｢減価償却累計額｣ 欄に記載する。 
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。 
・預金に関する口座番号は任意記載とする。 
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 別紙  

 ｢社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項｣  

  

  －目次－  

 

【 編 者 注 】 

１ 管理組織の確立  ☞１０９頁  

２ 予算と経理  ☞１０９頁  

３ 決算  ☞１０９頁  

４ 拠点区分及び事業区分について  ☞１０９頁  

５ サービス区分について  ☞１１１頁  

６ 本部会計の区分について  ☞１１２頁  

７ 作成を省略できる計算書類の様式 ☞１１２頁  

８ 借入金の扱い  ☞１１２頁  

９ 寄附金の扱い  ☞１１３頁  

10 各種補助金の扱い  ☞１１３頁  

11 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の資金移動 ☞１１３頁  

12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金 (借入金) 残高 ☞１１４頁  

13 共通支出及び費用の配分方法  ☞１１４頁  

14 基本金について  ☞１１４頁  

15 国庫補助金等特別積立金について ☞１１５頁  

16 棚卸資産の会計処理等について  ☞１１６頁  

17 減価償却について  ☞１１６頁  

18 引当金について  ☞１１７頁  

19 積立金と積立資産について  ☞１１７頁  

20 リース会計について  ☞１１９頁  

21 退職給付について  ☞１２０頁  

22 資産価値の下落について  ☞１２０頁  

23 内部取引の相殺消去について  ☞１２０頁  

24 法人税、住民税及び事業税について ☞１２１頁      

25 計算書類の勘定科目及び注記について ☞１２１頁  

26 関連当事者との取引について  ☞１２２頁  

27 固定資産管理台帳について  ☞１２３頁   
 
＊本運用指針で使用する略称は、次のとおりとする。  
・会計基準省令：社会福祉法人会計基準省令 (平成２８年厚生労働省令第７９号)。 

・運用上の取り扱い：社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い (平成２８年３月３１

日雇児発０３３１第１５号、社援発０３３１第３９号、老発０３３１第４５号、厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)  
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課
長
通
知 

 
１ 管理組織の確立 
（１）法人における予算の執行及び資金等の管理に関しては、あらかじめ運営管

理責任者を定める等法人の管理運営に十分配慮した体制を確保すること。 
また、内部牽制に配意した業務分担、自己点検を行う等、適正な会計事務

処理に努めること。 

 

 

（２）会計責任者については理事長が任命することとし、会計責任者は取引の遂

行、資産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を

行い、又は理事長の任命する出納職員にこれらの事務を行わせるものとす

る。 

▪会計責任者 

 

（３）施設利用者から預かる金銭等は、法人に係る会計とは別途管理することと

するが、この場合においても内部牽制に配意する等、個人ごとに適正な出納

管理を行うこと。 
   なお、ケアハウス・有料老人ホーム等で将来のサービス提供に係る対価の

前受分として利用者から預かる金銭は法人に係る会計に含めて処理するも

のとする。 

▪利用者から預かる
金銭等の管理 

 

（４）法人は、上記事項を考慮し、会計基準省令に基づく適正な会計処理のため

に必要な事項について経理規程を定めるものとする。 
 
２ 予算と経理 

▪経理規程cf全国経
営協からモデル経
理規程が出されて
いる 

 

（１）法人は、事業計画をもとに資金収支予算書を作成するものとし、資金収支

予算書は拠点区分ごとに収入支出予算を編成することとする。 
また、資金収支予算書の勘定科目は、資金収支計算書の勘定科目に準拠す

ることとする。 
（２）法人は、全ての収入及び支出について予算を編成し、予算に基づいて事業

活動を行うこととする。 
なお、年度途中で予算との乖離等が見込まれる場合は、必要な収入及び支

出について補正予算を編成するものとする。ただし、乖離額等が法人の運営

に支障がなく、軽微な範囲にとどまる場合は、この限りではない。 
（３）会計帳簿は、原則として、拠点区分ごとに仕訳日記帳及び総勘定元帳を作

成し、備え置くものとする。 
 

３ 決算 

▪社会福祉法におい
ては設立等の場合
を除き予算に関す
る直接の規定はな
いが、会計基準省令
によって、資金収支
計算書の決算額は
予算額と対比して
記載すること等が
定められている。cf
会計基準省令１６条５
項・６項 ☞２１頁 
▪拠点区分毎に会計
帳簿を作成cf拠点
区分＝局長通知２ ☞
６２頁 

決算に際しては、毎会計年度終了後３か月以内に、計算書類 (資金収支計算

書 (法人単位資金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び

拠点区分資金収支計算書)、事業活動計算書 (法人単位事業活動計算書、事業活

動内訳表、事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書) 及び貸借対

照表 (法人単位貸借対照表、貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表及

び拠点区分貸借対照表) 以下同じ。) 及びその附属明細書並びに財産目録を作

成し、理事会の承認を受け、このうち計算書類及び財産目録については評議員

会の承認を受けたのち、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について

は、所轄庁に提出しなければならない。 
 

４ 拠点区分及び事業区分について 

▪３か月以内の作成：
計算書類等=法４５条 
の２７第２項 ☞２頁､財 
産目録=法４５条の３
４第１項第１号 ☞１０頁 

▪計算書類:理事会承
認＝法４５条の２８第３
項 ☞３頁､評議員会
承認＝法４５条の３０
第２項 ☞８頁 
▪財産目録の承認=施
行規則２条の４０ ☞１０
頁 
▪所轄への提出＝法
５９条 ☞１２頁 

（１）拠点区分について 
拠点区分は、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって１つ

の拠点区分とする。 

公益事業 (社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く) 若しくは

収益事業を実施している場合、これらは別の拠点区分とするものとする。 
 

▪拠点区分を設ける
べき規定＝会計基準
省令１０条１項 ☞１９
頁 
▪拠点区分の方法＝
局長通知２ ☞６２頁 
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12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金 (借入金) 残高 

社会福祉事業、公益事業及び収益事業における事業区分間及び拠点区分間の

貸付金 (借入金) の残高を記載するものとする (運用上の取り扱い別紙３ (⑤) 

｢事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書｣ 参照)。 

また、拠点区分資金収支明細書 (運用上の取り扱い別紙３ (⑩)) を作成した

拠点区分においては、サービス区分間の貸付金 (借入金) の残高を記載するも

のとする (運用上の取り扱い別紙３ (⑭) ｢サービス区分間貸付金 (借入金) 残高

明細書｣ 参照)。 

 

 

 

▪別紙３⑤ ☞８２頁 

 

▪別紙３⑩ ☞８７頁 

 

▪別紙３⑭ ☞９８頁 

13 共通支出及び費用の配分方法 
（１）配分方法について 

共通支出及び費用の具体的な科目及び配分方法は別添１のとおりとする

が、これによりがたい場合は、実態に即した合理的な配分方法によることと

して差し支えない。 
また、科目が別添１に示すものにない場合は、適宜、類似の科目の考え方

を基に配分して差し支えない。 
なお、どのような配分方法を用いたか分かるように記録しておくことが必

要である。 

▪共通支出･共通費用 
＝会計基準省令１４
条２項･２０条２項 ☞
２０頁･２１頁､局長
通知７ ☞６３頁 

▪別添１ ☞１２４頁 

▪減価償却費の配分
基準cf課長通知１７
(６) ☞１１７頁 

（２）事務費と事業費の科目の取扱について 
｢水道光熱費 (支出)｣、｢燃料費 (支出｣、｢賃借料 (支出｣、｢保険料 (支出)｣ 

については原則、事業費 (支出) のみに計上できる。ただし、措置費、保育所

運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費 (支出)、事務費 (支出) 

双方に計上するものとする。 
 

▪｢原則｣を記載 
▪勘定科目説明  (☞ 
１２８頁)にも記載さ
れている 

▪｢保育所運営費｣は
現在では｢委託費｣
とすべき 

14 基本金について 
（１）基本金 

会計基準省令第６条第１項及び運用上の取り扱い第１１に規定する基本金

として計上する額とは、次に掲げる額をいう。 
ア 運用上の取り扱い第１１ (１) に規定する基本金について 

運用上の取り扱い第１１ (１) に規定する社会福祉法人の設立並びに施設

の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定され

た寄附金の額とは、土地、施設の創設、増築、増改築における増築分、拡

張における面積増加分及び施設の創設及び増築時等における初度設備整

備、非常通報装置設備整備、屋内消火栓設備整備等の基本財産等の取得に

係る寄附金の額とする。 

さらに、地方公共団体から無償又は低廉な価額により譲渡された土地、

建物の評価額 (又は評価差額) は、寄附金とせずに、国庫補助金等に含めて

取り扱うものとする。 

 

 

▪会計基準省令第６
条第１項 ☞１７頁 

▪局長通知１１(１) ☞
６５頁 
▪局長通知１１(１)の
基本金=第一号基本
金cf別紙３⑥ ☞８３頁 

なお、設備の更新、改築等に当たっての寄附金は基本金に含めないもの

とする。 

▪更新・改築等の寄附
金は基本金に含め
ない 
▪局長通知１１(２) ☞
６５頁 
▪局長通知１１(２)の
基本金=第二号基本
金cf別紙３⑥ ☞８３頁 

イ 運用上の取り扱い第１１ (２) に規定する基本金について 
運用上の取り扱い第１１ (２) に規定する資産の取得等に係る借入金の元

金償還に充てるものとして指定された寄附金の額とは、施設の創設及び増

築等のために基本財産等を取得するにあたって、借入金が生じた場合にお

いて、その借入金の返済を目的として収受した寄附金の総額をいう。 

ウ 運用上の取り扱い第１１ (３) に規定する基本金について 
運用上の取り扱い第１１ (３) に規定する施設の創設及び増築時等に運転

資金に充てるために収受した寄附金の額とは、平成１２年１２月１日障企第

５9号、社援企第３５号、老計第５２号、児企第３３号厚生省大臣官房障害保 

▪局長通知１１(３) ☞
６５頁 
▪局長通知１１(２)の
基本金=第三号基本
金cf別紙３⑥ ☞８３頁 
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課
長
通
知 

 
健福祉部企画課長、厚生省社会・援護局企画課長、厚生省老人保健福祉局

計画課長、厚生省児童家庭局企画課長連名通知 ｢社会福祉法人の認可につ

いて｣ 別紙社会福祉法人審査要領第２ (３) に規定する、当該法人の年間事

業費の１２分の１以上に相当する寄附金の額及び増築等の際に運転資金に

充てるために収受した寄附金の額をいう。 

 

（２）基本金の組入れ 
会計基準省令第６条第１項及び運用上の取り扱い第１１に規定する基本金

への組み入れについては、複数の施設に対して一括して寄附金を受け入れた

場合には、最も合理的な基準に基づいて各拠点区分に配分することとする。 
なお、基本金の組み入れは会計年度末に一括して合計額を計上することが

できるものとする。 

 

▪会計基準省令第６
条第１項 ☞１７頁 
▪局長通知１１ ☞６５
頁 

（３）基本金の取崩し 
運用上の取り扱い第１２に規定する基本金の取崩しについても各拠点区分

において取崩しの処理を行うこととする。 
なお、基本金を取り崩す場合には、基本財産の取崩しと同様、事前に所轄

庁に協議し、内容の審査を受けなければならない。 

 

▪局長通知１２ ☞６５
頁 
 

（４）基本金明細書の作成 
基本金の組入れ及び取崩しに当たっては、基本金明細書 (運用上の取り扱

い別紙３ (⑥)) を作成し、それらの内容を記載することとする。 

 

 

▪別紙３⑥ ☞８３頁 

15 国庫補助金等特別積立金について 
（１）国庫補助金等 

会計基準省令第６条第２項及び運用上の取り扱い第１０に規定する国庫補

助金等とは、｢社会福祉施設等施設整備費の国庫負担 (補助) について｣ (平成

１７年１０月５日付厚生労働省発社援第１００５００３号) に定める施設整備事

業に対する補助金など、主として固定資産の取得に充てられることを目的と

して、国及び地方公共団体等から受領した補助金、助成金及び交付金等をい

う。 

 

 

▪会計基準省令第６
条第２項 ☞１７頁 

▪局長通知１０ ☞６５
頁 

 

また、国庫補助金等には、自転車競技法第２４条第６号などに基づいたいわ

ゆる民間公益補助事業による助成金等を含むものとする。 
なお、施設整備及び設備整備の目的で共同募金会から受ける受配者指定寄

附金以外の配分金も国庫補助金等に含むものとする。 
また、設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、

施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、

実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するもの

は国庫補助金等とする。 

▪国庫補助金等に含
めるもの 
ⅰ民間公益補助事
業による助成金等 
ⅱ共同募金会から
の配分金 
ⅲ借入金返済時期
に執行される一定
の補助金等 

（２）国庫補助金等特別積立金の積立て 
ア 国庫補助金等特別積立金の積立て 

会計基準省令第６条第２項及び運用上の取り扱い第１０に規定する国庫

補助金等特別積立金については、国又は地方公共団体等から受け入れた補

助金、助成金及び交付金等の額を各拠点区分で積み立てることとし、合築

等により受け入れる拠点区分が判明しない場合、又は複数の施設に対して

補助金を受け入れた場合には、最も合理的な基準に基づいて各拠点区分に

配分することとする。 
設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設

整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実

質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するもの

として国庫補助金等とされたものは、実際に償還補助があったときに当該

金額を国庫補助金等特別積立金に積立てるものとする。 

▪左の(２)のタイト
ルは原文のママだ
が、内容として次の
３項目が記載され
ている 
ア:積立てについて 
イ:取崩しにつて 
ウ:明細書の作成 

▪会計基準省令６条２
項 ☞１７頁 
▪局長通知１０ ☞６５
頁 
▪(1)で国庫補助金等
に含めるものとさ
れたⅲの会計方法 

 
12 
区 
分 
間 
貸
借 
 
13 
共
通
支
出 
･ 
費
用
の
配
分 
 
14 
基
本
金 
 
15 
国
庫
補
助
金
等 
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※会計基準省令第１号第１～第３様式、第２号第１～第３様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略する
ことができる。ただし追加・修正はできないものとする。会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式は、勘定科目の小区分ま
でを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、会計基準省令第３号第１～第４様式は、勘定科目の中区分まで
を記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。 

※運用上の取り扱いの別紙３（⑩）、別紙３（⑪）については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できる
ものとする。 

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分
する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。 

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみ
に計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に
計上するものとする。 

※計算書類の様式又は別添３に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定
科目を使用することができないものとする。 

 
1．資金収支計算書勘定科目の説明 

①収入の部 

＜事業活動による収入＞ 

大区分 中区分 小区分 説明 

介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 介護保険の施設介護料で介護報酬収入をいう。 
（介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施
設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院
における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所にお
ける介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有す
る病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス
費、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施
設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退
所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等） 

        
    利用者負担金収入

（公費） 
介護保険の施設介護料で利用者負担収入（公費）をいう。 
（介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施
設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院
における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所にお
ける介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有す
る病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス
費、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施
設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退
所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の
利用者負担額のうち、公費分） 

        
    利用者負担金収入

（一般） 
介護保険の施設介護料で利用者負担収入（一般）をいう。 
（介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施
設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院
における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所にお
ける介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有す
る病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス
費、ユニット型介護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施
設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退
所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の
利用者負担額のうち、一般分） 

        
  居宅介護料収入     
        

  

（介護報酬収入） 介護報酬収入 介護保険の居宅介護料で介護報酬収入をいう。 
（介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護
費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看
護療養費等） 

        

  

  介護予防報酬収入 介護保険の居宅介護料で介護予防報酬収入をいう。 
（介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪
問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養
費等） 

        

  

（利用者負担金収
入） 

介護負担金収入(公
費） 

介護保険の居宅介護料で介護負担金収入（公費）をいう。 
（介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護
費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看
護療養費等の利用者負担額のうち、公費分） 

        

  

  介護負担金収入(一
般） 

介護保険の居宅介護料で介護負担金収入（一般）をいう。 
（介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護
費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看
護療養費等の利用者負担額のうち、一般分） 

        

  

  介護予防負担金収
入（公費） 

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収入（公費）をいう。 
（介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪
問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養
費等の利用者負担額のうち、公費分）  

勘定科目説明 別添３ 


